
新型コロナウイルス感染症発生に伴う基本的な対応について
※感染状況等により対応は個別に判断されるため、下記の内容は目安です

生徒や教職員の感染が判明（保健所・保護者・教職員から学校へ連絡）

☆学校での初期調査（行動履歴・濃厚接触となりうる者等） 【保健所の指示】
学校の消毒・関係各所との連携

○保健所の判断
・濃厚接触者の特定
・PCR検査等の必要性対象（検査対象は濃厚接触者に限らず）

※状況を一斉配信メール等でお知ら
せします

感染者・濃厚接触者 調査対象者がいない、又は調査対象
・保健所の指示で出席停止 とならない学年・学級・生徒
※保健所が濃厚接触者やその他 PCR ・通常通り授業継続
検査等の調査を実施

道教委の判断
・臨時休業、学級閉鎖等の対象、期間、連絡内容
・報道への公表

臨時休業等を行う場合、速やかに保護者に連絡
・学校からの一斉配信メール等でお知らせします

道教委が教育活動の再開を検討し判断
・保健所の指示、判断等を元に道教委が教育活動の再開を判断
・再開のお知らせを学校からの一斉配信メール等でお知らせします

健康観察、感染症対策を引き続き徹底する
必要に応じて生徒の心のケアに努める

今後、お子様に発熱や呼吸困難、倦怠感等の症状が出た場合
（１）かかりつけ医院が決まっている場合は、そちらに電話で相談してください。
（２）かかりつけ医院が決まっていない、連絡がつかない場合、別紙をご参照のうえ、

電話でご相談ください。

○感染したり、濃厚接触者となった場合、ＰＣＲ検査を受けることになった場合には学
校までご連絡くださるよう、ご協力をお願いします。
・電話 0166-82-2590（平日７時４５分～１７時１５分）
・緊急メールアドレス 763622-kinkyu@ml.hokkaido-c.ed.jp(@の次はエムエルです）

（電話が繋がらない夜間・休日・年末年始）
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